
議案第８号  

 

   東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２７日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

  



東大阪市条例第  号  

 

   東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例（平成１９年東大阪市条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条中第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。 

 （１２） 建築主事業務手当 

 第１５条の次に次の１条を加える。 

 （建築主事業務手当） 

第１５条の２ 建築主事業務手当は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４条第

６項の規定により建築主事に任命されている職員が、同法その他の法令に基づく建築主

事の業務に従事した場合に支給する。 

２ 建築主事業務手当の額は、前項に規定する業務に従事した日１日につき５００円とす

る。 

第１９条第１項中「第３条から第１７条までに規定する」を「その日額として定める」

に改め、同条第３項中「第３条から第１５条までに規定する」を「その月額として定める」

に改める。 

 

 



   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例新旧対照表 

新 旧 

（手当の種類） （手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略） 

（１２） 建築主事業務手当  

（１３） （略） （１２） （略） 

（建築主事業務手当）  

第１５条の２ 建築主事業務手当は、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第４条第６項の規定により建築主事に任命

されている職員が、同法その他の法令に基づく建築主事の業

務に従事した場合に支給する。 

 

２ 建築主事業務手当の額は、前項に規定する業務に従事した

日１日につき５００円とする。 

 

（手当の額の特例） （手当の額の特例） 

第１９条  職員が手当の額が日額をもって定められている業 第１９条  職員が手当の額が日額をもって定められている業



務又は作業に従事した場合において、当該業務又は作業に従

事した時間が１日について１時間以上３時間未満であると

きの手当の額は、その日額として定める額に１００分の５０

を乗じて得た額とし、１日について１時間未満であるときは

手当を支給しない。 

務又は作業に従事した場合において、当該業務又は作業に従

事した時間が１日について１時間以上３時間未満であると

きの手当の額は、第３条から第１７条までに規定する額に 

１００分の５０を乗じて得た額とし、１日について１時間未

満であるときは手当を支給しない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の日割計算は、その月額として定める額に特殊勤務従

事日の数を乗じて得た額を２１で除して行うものとする。 

３ 前項の日割計算は、第３条から第１５条までに規定する額

に特殊勤務従事日の数を乗じて得た額を２１で除して行う

ものとする。 

   


